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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、価値の高い情報サービスの創造と提供を通して社会に貢献し、常に期待される企業を目指すために、技術と情熱をもってお客様に楽しさ
と満足を提供するサービスを創造するとともに、役職員の個性を尊重しつつ、その成長を支援することを通じて、人のつながり、社会のつながりを
創造する、日本を代表するSaaS 事業者となるべく事業活動を行っております。そのために、コーポレート・ガバナンス充実の重要性を明確に認識

し、業務執行の公正性、透明性及び効率性を確保するとともに、企業としての社会的責任を果たし、そのクオリティを向上してまいります。また、顧
客や株主、役職員を含むステークホルダーの皆さまから信頼され、期待され続ける企業となるため、企業価値の向上を目指し、持続的かつ堅実な
成長につながる事業活動を展開いたします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

アイテック阪急阪神株式会社 1,985,300 51.81

ＢＮＹＭ　ＡＳ　ＡＧＴ／ＣＬＴＳ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ　ＪＡＳＤＥＣ 463,400 12.09

清水　亘 260,700 6.80

光通信株式会社 212,200 5.54

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 136,600 3.56

木下　圭一郎 116,000 3.03

及川　英夫 84,600 2.21

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　BROKERS 63,800 1.67

ＢＢＨ　ＣＯ　ＦＯＲ　ＧＲＡＮＤＥＵＲ　ＰＥＡＫ　ＧＬＯＢＡＬ　ＭＩＣＲＯ　ＣＡＰ　ＦＵＮＤ 32,600 0.85

ＢＢＨ　ＬＵＸ／ＢＲＯＷＮ　ＢＲＯＴＨＥＲＳ　ＨＡＲＲＩＭＡＮ　（ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ）　ＳＣＡ　ＣＵＳＴＯＤＩ
ＡＮ　ＦＯＲ　ＳＭＤ－ＡＭ　ＦＵＮＤＳ　－　ＤＳＢＩ　ＪＡＰＡＮ　ＥＱＵＩＴＹ　ＳＭＡＬＬ　ＣＡＰ　ＡＢＳＯＬＵ
ＴＥ　ＶＡＬＵＥ

21,800 0.57

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無
アイテック阪急阪神株式会社

阪神電気鉄道株式会社

阪急阪神ホールディングス株式会社　（上場：東京）　（コード）　9042



補足説明

１．アイテック阪急阪神株式会社は2011年２月に当社株式の87.45%を取得、当社上場に際して1,123,200株（オーバーアロットメントを含む）を売出
し、保有株式は発行済株式数に対して51.00%となりました。なお、大株主の状況は、2024年12月31日の株主名簿に基づき議決権ベースで記載して
おります。

２．当社は2024年12月31日時点において、自己株式60,837株を保有しておりますが、上記の大株主の状況から除いております。

３．2023年９月８日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ミリ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが2023年
９月１日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませ
んので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所有株式数（株）　　　　　割合（％）

ミリ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー　　　　　　452,300　　　　　　　　　　 11.80

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

アイテック阪急阪神株式会社は、当社の親会社であり、支配株主に該当いたします。支配株主との取引条件等に関しましては、年度ごとに関連当
事者との取引として予算を策定し、それぞれの取引に関する合理性・妥当性に関して取締役会の審議を経て決議いたします。また、予定外の取引
が発生する場合は、その取引の合理性・妥当性に関して、都度、取締役会で審議し妥当な取引であれば決議することとしております。さらに、新た
な取引先と取引が開始される際には、関連当事者に該当するか否かを必ず判定する仕組みを構築しており、日頃から少数株主に不利益が生じな
いように努めております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は、親会社グループから経営の独立性を確保するため、アイテック阪急阪神株式会社（支配株主）、阪神電気鉄道株式会社、阪急阪神ホー
ルディングス株式会社３社と、2021年１月１日から当社の経営に関する事項については、親会社３社との事前協議、事前承認を実施しないことを
約し、事前報告事項のみを定める覚書を締結しました。2021年１月１日以降はこの覚書に基づいた運営を行っております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 9 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

鏑木　祥介 他の会社の出身者

菊川　泰宏 他の会社の出身者 △

伊達　有希子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

鏑木　祥介 ○ 該当事項はありません。

鏑木氏は、長年にわたる複数のベンチャー企
業の経営者としての豊富な経験と専門的な知
見から、社外取締役としての役割を適切に担っ
ていただけるものと判断しております。

また、当社との間に特別な利害関係はなく、一
般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断
し、独立役員として指定しております。

菊川　泰宏 ○

菊川氏は、兼松エレクトロニクス株式会社
の代表取締役社長を2014年４月から2019
年４月まで務めておりました。当社は同社
から仮想化ソフトウエア・VMwareを仕入れ
ておりますが、2024年度の当該取引は、
当社の売上高に占める割合が小さいこと
に照らして、株主・投資者の判断に影響を
及ぼすことはないと判断しております。

菊川氏は、長年にわたる歴史あるIT企業の経
営者としての豊富な経験と専門的な知見から、
社外取締役としての役割を適切に担っていた
けるものと判断しております。

また、当社との間に特別な利害関係はなく、一
般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断
し、独立役員として指定しております。

伊達　有希子 ○ 該当事項はありません。

伊達氏は、弁護士として、主に人事労務及び会
社法の法務に長年携わっており、その豊富な
経験と幅広い見識に基づき、法律面で専門的
な助言をいただけるものと判断しております。

また、当社との間に特別な利害関係はなく、一
般株主と利益相反が生じる恐れがないものと
判断し、独立役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査部門は、毎月１回、内部監査の活動状況及びその結果について常勤監査役に報告するほか、日常的に意見交換を行うなど、連携を図っ
ております。また、監査役、会計監査人及び内部監査部門は、会計監査人の往査の時及び必要に応じて適宜意見交換を行うなど、三者の連携を
図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

松田　拓 他の会社の出身者

芹沢　俊太郎 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松田　拓 ○ 該当事項はありません

松田氏は、東証一部上場（現：プライム市場上
場）の商社で長年にわたり情報通信事業部門
及び監査部門での業務に従事し、また、グルー
プ会社の監査役を務めるなど、豊富な知見を
有していることから選任いたしました。

また、当社との間に特別な利害関係はなく、一
般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断
し、独立役員として指定しております。

芹沢　俊太郎 ○ 該当事項はありません

芹沢氏は公認会計士及び税理士としての豊富
な経験ならびに高度な財務・会計に関する専門
知識を有することに加え、自らも企業の代表取
締役を務め、そのほか他社社外取締役・社外
監査役を現任しているため、当社の経営に適
切な監督を行っていただけるものと判断し、選
任いたしました。

また、当社との間に特別な利害関係はなく、一
般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断
し、独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他



該当項目に関する補足説明

当社は、当社の取締役に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を図ることを目
的として、2023年３月30日開催の第25期定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。この制度を用いて、2023年
４月14日の取締役会決議により譲渡制限付株式報酬としての自己株式21,800株の処分を行うこととし、2023年５月12日付で取締役（社外取締役
及び非常勤取締役を除く。）３名に対して、17,400株を交付しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の額が１億円以上である者が存在しないため、個別開示はしておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、取締役会決議によって一任された代表取締役社長が「役員報酬規程」及び
「役員報酬支給基準」に則り、役位や担当職務等によりあらかじめ定められた役位別報酬倍率及び当社事業への貢献度を算定いたします。そのう
えで、プラスマイナス10％の範囲で基準報酬から調整可能とする評価基準に基づき、代表取締役社長が総合的評価を行い、個別の報酬額を決定
しております。また、取締役の報酬に関しては、決定までに社外取締役に確認を求め、客観性・妥当性を確保するようにしております。なお、今後
の取締役の報酬に関しましては、当面は役員報酬の支給基準・評価基準の客観性と妥当性について精度向上を図り、将来的には報酬委員会等
への移行も念頭において検討していくことといたします。

また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、非金
銭報酬である譲渡制限付株式の付与が実施できるよう制度を整備しました。この制度を実施する際の支給基準・評価基準は、金銭報酬に準じた
もので、かつ現在のところ不定期な支給としております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役に対しましては、取締役会事務局におきまして事前に取締役会資料を提供するほか、適宜、必要なサポートを実施しております。ま
た、社外監査役に対しましては、常勤監査役、内部監査室と連携し、情報の共有を図り、監査の実効性を高めております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役会設置会社を採用し、株主総会のほか、取締役会、監査役会、会計監査人を機関として設置しております。そして、取締役会に
よって業務執行状態を監督する構造を取っており、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。

1．取締役会

当社の取締役会は、取締役８名（うち社外取締役３名）で構成されております。株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長
と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく適切な資源配分、意思決定の迅速化、コンプライアンスの徹底を推進
することを責務としており、当社の重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。なお、経営環境の
変化に対する機動性を高めるため、定款により取締役の任期を１年としております。経営の意思決定を合理的かつ迅速に行う事を目的に毎月１回
の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

2．監査役会

当社は会社法に基づく監査役会設置会社を採用しております。監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、監査役会及び監査役
は、取締役会から独立した機関として、各事業年度の監査方針・監査計画などに従い、取締役、内部監査室、その他の使用人などと常に意見交
換・意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努め、企業統治のあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活
動の監査を行っております。監査役は、事業年度毎に監査計画を立案し、監査計画に基づく監査を行うとともに、毎月１回監査役会 を開催するほ

か、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告書の収受など法律上の権利を実効的に行使することに加え、常勤
監査役においては、経営会議を始めとする重要会議への出席等、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。

3．経営会議

当社の経営会議は、常勤取締役及びゼネラルマネージャー全員をもって構成されており、毎月１回以上開催 し、経営方針や事業計画に関する事

項から重要な人事に関する事項までの幅広い審議・調整及び取締役会へ上程すべき事項の審議・検討を行っております。

4．会計監査人

当社は、会計監査人として有限責任あずさ監査法人を選任し、監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び監査に従事する同監査法人
の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。

5．内部監査室

内部監査室を設置し、専任の担当者１名により内部監査を実施しております。内部監査責任者は、年間の監査計画に従い、法令の遵守状況及び
業務活動の効率性等について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。また、内部監査担当者は常勤監査役、監査
役会及び監査法人と定期的に情報交換を実施し連携しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会において事業に精通した取締役が経営の基本方針や重要な業務の執行について各種法令や社内規程に則った意思決定を行
う一方、監査役会において、客観的な監督を実施すること及び常勤監査役が経営会議やコンプライアンス委員会、リスク管理委員会といった重要
会議に定期的に出席することで、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることが可能となると考えており、当該体制を採用しておりま
す。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会の招集通知につきましては、株主の皆さまが議案の内容等を十分に検討したう
えで議決権を行使していただけますよう、早期の発送に努めております。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は毎年３月下旬に定時株主総会を開催しておりますが、より多くの株主の皆さまが出
席しやすいよう、他社の集中日を回避した株主総会を設定できるよう検討しております。

電磁的方法による議決権の行使
当社は、株主の皆さまの利便性向上のため、当社が指定する議決権行使サイトにおい
て、インターネットによる議決権行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

現時点では未定ですが、今後、必要に応じて検討してまいります。

招集通知（要約）の英文での提供 現時点では未定ですが、今後、必要に応じて検討してまいります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ホームページにIRサイトを開設し、ディスクロージャーポリシーを掲載して
おります。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 本決算及び第２四半期決算後に決算説明会を開催いたします。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算及び第２四半期決算後に決算説明会を開催いたします。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 海外投資家の株式保有比率等を考慮しながら、検討してまいります。 なし

IR資料のホームページ掲載
当社のホームページにIRサイトを開設し、決算短信、適時開示資料、有価証券
報告書、及び四半期報告書、その他の適時開示事項を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
コーポレート本部管理部に内部情報管理事務局を設け、マーケティング部と共
同でIR活動を担当します。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、当社の企業理念及び企業指針のもと、コンプライアンス規程において役職員の行
動基準を定めております。その中で、ステークホルダーの皆さまとは誠実かつ公正な対応
を心掛け、より良い信頼関係を構築すること、 社会の一員である明確な認識を持ち、社会

規範や企業倫理に則って行動することなどを規定し、役職員に周知を図っております。

具体的には「情報の公表に関する規程」を制定し、当該規程において、株主・投資家の皆さ
まへの適時適切な開示によって、企業としての社会的責任を果たすことを定めております。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、経営理念やあるべき企業の姿勢を踏まえたうえで、人や社会のつながりを創造す
る、日本を代表するSaaS事業者を目指し、社会環境に配慮しながら事業を展開することと
しており、その将来への道筋に企業としてのサステナビリティを示していけると考えていま
す。

すなわち、将来にわたり提供してゆく「Quenoteシリーズ」が、コミュニケーションツールとし
て明確に社会的インフラストラクチャ―であることを認識し、その役割を継続・拡大すること
によって、企業としてのサステナビリティも維持し高まってゆく、そうした良い循環のサイク
ルを将来に向けて実現できるものと認識しております。

当社は、こうした考え方を種々の検討のうえまとめた「統合報告書」を2024年8月に公開い
たしました。また、2025年1月には社内に「サステナビリティ委員会」を新設し、なお一層、サ
ステナビリティの考え方を深め、それに沿った活動を進めてゆく所存です。

◇環境

当社のメッセージング・プラットフォーム「Cuenote」は、これまでチラシや郵便で行われてい
た消費者とのコミュニケーションをメールやSMSに置き換え、森林資源やエネルギー消費
の低減に寄与してきました。また、「Cuenote」を支えるサーバ類は、仮想化ソフトウエアを
用いて数少なくコンパクトな機材で運用されており、また、それらを配備するデータセンター
も省エネルギーに配慮した施設を選定し、電力使用量等のエネルギー使用量の低減に貢
献しています。

◇社会

メッセージング・プラットフォーム「Cuenote」の活用によって、企業や自治体で役職員が電
話等で行っていた「通知」や「連絡」を、時間や場所の制約を受けることなく実施できることと
なり、業務の効率化や顧客企業の働き方改革につながることとなりました。また、自然災害
の多い日本で、その「備え」の一助となるよう、有事の際の情報提供・収集するツールとし
て、「Quenote安否確認」を提供しています。働き方の面では、みなし残業給制度を廃止し
て処遇を改善する一方、従業員の多様な働き方をサポートできるよう諸制度を整備するこ
と等、企業として社会的な役割が果たせるように努めております。

◇ガバナンス

コーポレートガバナンス情報の適切な開示をはじめ、内部統制システム構築の基本方針に
基づく経営体制構築と運営、取締役会監督強化のための社外取締役3名体制の維持、コン
プライアンス研修の実施など、基本的なガバナンスの確立に努めております。また、充実し
た資料に基づく決算情報の開示をはじめ、英文版を含むわかりやすい決算説明資料の作
成・開示、投資家とのコミュニケーションを図るため必ず社長が説明する決算説明会、IRイ
ベントへの参加、IRミーティングの実施、ラジオの情報番組への出演など、会社の情勢の
正確な情報発信を図っています。

このほか、ISMS、プライバシーマーク、ASP・SaaS情報開示認定の取得などにより、提供す
るサービスの情報セキュリティ面の安全性・信頼性の向上に取り組んでおります。

◇指標及び目標

①ペーパーレス化の推進

2024年度はコピー用紙の消費を前年度に比較して15%の使用量削減を目標として掲げ、従
業員への意識付けを行った結果、前年比で29.9%の削減を実現いたしました。2025年度も
引き続きペーパー使用量削減を推進してまいります。

②女性従業員比率の向上

2024年度は女性従業員比率32%の維持を目標として掲げつつ、積極的な中途採用活動を
行った結果、女性従業員比率は32.3%と比率維持を実現いたしました。また、女性管理職比
率は20.0%となりました。

部門・職種によって女性の活躍を念頭に置きながら社内での人材育成や採用活動にあ
たっていますが、男性の多いIT技術者が中心であるが故、女性従業員比率や女性管理職
比率を年々改善・向上させることは難しく、2025年度におきましても昨年度と同レベルの比
率の維持を目標として設定し、従業員の増強を図る所存です。

なお、育児休職取得率は男性・女性とも100%であり、復職率も100%となっておりますが、柔
軟な働き方を支援する育児短時間勤務制度や在宅勤務制度、子供手当の支給など、引き
続き子育てを行う従業員に対する支援施策を実施してまいります。

③ステークホルダーとの対話

充実した資料に基づく四半期決算情報の開示をはじめ、英文版を含むわかりやすい決算
説明資料の作成・開示、投資家とのコミュニケーションを図るＩＲイベントへの参加やラジオ
の情報番組への出演など、情報発信に努めてきました。

今後、ＩＲ活動については、情報発信をより一層活発に行うとともに、投資家との直接的な
会話が可能な機会があればこれを逃さず着実に取り組む所存です。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまに対して、企業情報開示の
網羅性・適正性及び適時性の確保を目的に、金融商品取引法や東京証券取引所規則、上
場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則（以下、適時開示規則と言い
ます。）、その他の関連法令や規則に準拠した情報提供を行い、重要な事項について積極
的かつ公平に開示することを基本姿勢としております。

具体的には、当社ホームページ、決算説明会等を通じて、当社の経営方針、事業活動、業
績、財務状況等の情報を積極的に開示する方針であります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するための体制整備を目的としまして、「内部統制システム構築の基本方針」を2
024年10月に改訂し、運用に入っております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) コーポレートガバナンス

① 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、取締役は、法令、定款及び取締役会規程、その他の社内規程等に従い、担当業務を執行し

ます。

② 取締役は、取締役会で決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行します。

③ 監査役は、監査役会規程及び監査役監査規程に基づき、取締役の職務執行の適正を監査します。

(2) コンプライアンス

① 取締役及びその他の役職員は、コンプライアンス規程に基づき業務を執行します。

② コンプライアンス委員会を設け、コンプライアンス推進体制や内部通報制度を整備するほか、全役職員を対象とするコンプライアンス研修を行

い、コンプライアンス意識の啓発・向上を図ります。

③ 当社及びグループ会社において、コンプライアンス経営の確保を脅かす重大な事象が発生した場合は、速やかに対処方法等をコンプライアン

ス委員会で検討・対応するとともに、必要に応じて対策本部を設け、いずれの場合も監査役に報告します。

(3) 財務報告の適正性確保のための体制整備

財務報告の適正性の確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のための体制を構築します。金融商品取引法及
びその他の関連法令等との整合性を確保するため、継続的にモニタリングを実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、法令及び情報取扱規程、文書取扱規程等の社内規程に従い、株主総会議事録等の職務執行に係る重要な文書を関連資料とともに保
存・管理し、取締役及び監査役が常時閲覧可能とします。また、会社の重要な情報の適時開示その他の開示について、取締役は、開示すべき情
報を迅速かつ網羅的に収集したうえで法令等に従い、適時かつ適切に開示します。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程に従い、不測の事態が発生した場合の情報伝達、リスクの現実化の未然防止及びリスクの現実化による損失の最小化など、当社
及びグループ会社におけるリスク管理を行います。これに対応するため、リスク管理委員会を設け、当社及びグループ会社において重大なリスク
が顕在化した際には委員会を開催し、それに備えるとともに、各部門が取り組むリスク事象の評価や対応策等を定期的に点検し、リスクに関する
意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応体制を定めます。

また、当社及びグループ会社における重要なリスクについては、適時取締役会に報告します。

グループ会社に対しては、リスク管理が適切に行われるよう指導するとともに、不測の事態が発生した場合に当社に適切な情報が伝達できる体
制を整備します。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役は、定款及び取締役会規程に基づき、取締役会を適正に運営し、業務執行取締役の業務分担を明確に定めます。また、職務権限規程等
に従い、適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、役職者の権限及び責任の所在を明確にし、執行手続きを定めます。さらに、取締役会報
告基準に基づき、重要な業務執行については適時取締役会に報告いたします。

業務の効率性と適正性を確保するため、当社及びグループ会社ではITを活用した情報システムを構築し、迅速かつ的確な経営情報の把握に努
めることとしております。

5. 内部監査による業務の適正を確保するための体制

業務執行部門からの独立性を確保するため、社長直轄の内部監査部門を設置し、内部監査規程を定めております。内部監査部門は、内部監査
規程に基づき、業務全般に関する法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性について、定期的に内部監査を実
施いたします。また、内部監査部門は、監査役及び会計監査人と連携し、業務の適正性の確保を図ることとしております。

6. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（1）グループ会社管理体制

①グループ会社については、経理財務本部及びコーポレート本部が、グループ会社管理規程に基づき、経営管理及び経営指導を行うとともに、必
要に応じて取締役及び監査役を派遣し、業務の適正性を確保いたします。

②グループ会社の経営上の重要事項については、当該会社の事業内容や規模を考慮のうえ、事前報告事項を定め、当該グループ会社の取締役
会決議を必要とする事項については、グループ会社管理規程に従い、当社の事前承認を受けるものといたします。

（2）グループ会社の損失リスクの管理に関する規程及びその他の体制

グループ会社の事業内容や規模等を考慮のうえ、リスク種別ごとにリスクアセスメントを実施し、当社及びグループ会社全体としてリスクを管理い
たします。また、この管理体制の有効性について、定期的にレビューを行うこととしております。

（3）グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

グループ会社の事業計画を把握したうえで、連結ベースの経営計画を策定し、この経営計画の達成を支援するため、グループ会社の経営指導を
行うとともに、必要に応じて当社から支援を実施いたします。

（4）グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①グループ会社に対して取締役及び監査役を派遣した場合、当該取締役及び監査役がグループ会社の職務執行の監督・監査を行うことにより、
グループ会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合するよう努めることとしております。

②グループ会社は、原則として当社のコンプライアンス規程に準じた規程及び体制を整備し、その運用状況について定期的にレビューを行いま
す。また、必要に応じてグループ会社において教育・研修を実施することで、当社及びグループ会社全体のコンプライアンスの徹底に努めることと
しております。

③グループ会社の業務活動全般について、内部監査部門による内部監査の対象とし、適正性を確保してまいります。

7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する事項



監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、監査役の職務を補助するために、取締役会の決議により独立した補助組織（監査役スタッ
フ）を設置し、専任のスタッフを配置します。

8. 監査役を補助する使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役を補助する使用人は、監査役の指揮命令に基づき職務を遂行します。また、監査役を補助する使用人の異動や評価等については、管理
部が監査役と事前に協議を行います。

9. 監査役への報告に関する体制及び監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを受けないことを確保するための体制

（1） 重要会議への出席等

監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役等から職務執行状況を聴取するとともに、関係資料を閲覧することができ
ます。

（2） 報告体制

①取締役及びその他の役職者は、監査役が出席する取締役会において重要事項を報告するほか、監査役が必要と認める事項について適時報
告します。また、当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、業務執行の状況に関して監査役が必要と認める事項を適時報告する制度を整
備します。特に、グループ会社を含む重大なコンプライアンス事項やその他のリスクの現実化等の事態が発生した場合に、監査役へ報告する体
制を整備します。

②当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、不正行為、重要な法令・定
款・規程違反を認識した場合には、速やかに監査役へ報告します。

③当社及びグループ会社は、監査役に報告を行った取締役及び使用人に対して、不利益な取り扱いを行いません。

④内部監査部門は、監査役に対し、監査計画や監査結果を適時閲覧できるようにするとともに、グループ会社の内部監査部門からの報告を含め
た内部監査活動（内部通報制度の運用状況を含む）に関する報告を適時行います。

⑤当社の監査役がグループ会社の監査役（当該グループ会社に監査役がいる場合に限る。）と適時かつ適切に意思疎通や情報交換を行えるよ
う、グループ会社の監査役から当社の監査役へ報告する体制を整備します。

10. 子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者による監査役への報告体制等

（1） 報告体制

①グループ会社の取締役及び監査役は、当社の監査役に対して、当該グループ会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を直接報告する
ことができます。

②コーポレート本部は、グループ会社の役職員から報告された、当該グループ会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等の概要について、
当社の監査役に報告します。

③グループ会社の役職員が当社の監査役へ報告を行った場合、その者に対して不利益な取扱いを行いません。

11. 監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に関す

る方針に関する事項

監査役がその職務の執行のために費用の前払い等を必要とする場合は、当社がこれを支出します。

12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

社長は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等に
ついて意見を交換し、意思疎通を図ります。また、監査役監査の実効性を確保するうえで重要な規程を制定・改廃する際は、監査役と事前に協議
を行います。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力との関係を遮断し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした姿勢で対応することとしております。
当社は反社会的勢力対応規程を設け、反社会的勢力との接触を禁止するほか、担当部門、対応方法について規定しています。その旨を取締役
及び使用人に周知徹底するとともに、関係行政機関などから情報収集に努め、事案の発生時には関連行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を
とり、組織全体として対処できる体制を整備しています。また、取引の開始にあたっては、反社会的勢力との関係の有無の調査を行ったうえで、契
約解除の効力を持つ暴力団排除条項を備えた契約を締結するほか、既存の取引先についても調査・確認を実施しています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【コーポレート・ガバナンスの概要】

企業統治の体制の概要につきましては、【コーポレート・ガバナンス模式図】を参考資料として添付しております。

【適時開示体制の概要】

適時開示体制の概要につきましては、【適時開示体系図】を参考資料として添付しております。

当社は、公正かつ適時・適切な情報開示及び投資判断に資する情報提供が実施できるよう、重要事実等の公表に関する運営方法を定め、会社
法及び金融商品取引法等の証券取引関連法令並びに東京証券取引所の諸規則の遵守に加え、株主・投資家・地域社会をはじめとするあらゆる
ステークホルダーの皆さまの当社に対する理解を促進し、当社の信頼性を高め、その適切な評価を得られるように努めることとしております。

当社は社内の内部情報管理、特定有価証券等の売買その他の取引管理を行うため、コーポレート本部分掌役員を情報取扱責任者とし、コーポ
レート本部管理部に設ける「内部情報管理事務局」のトップとして内部情報の管理及びインサイダー取引防止等の業務を行うこととしています。

内部情報管理事務局は、当社の経営に関するすべての情報を収集し、その中から会社法及び金融商品取引法等の証券取引関連法令により開
示が求められる「法定開示情報」、及び東京証券取引所の諸規則によって開示が求められる「適時開示情報」、並びに、これらに属さない取締役
会又は経営会議並びにリスク管理委員会が公表を決定した事項、当社の運営、業務又は財産に関する情報開示されていない重要な情報で、投
資家の投資判断に重要な影響を及ぼすものを適時開示してまいります。これらの重要な内部情報は以下のように分類されます。

（１）決定事実

決算情報以外の重要事実で、取締役会又は経営会議で決定されたもの

（２）発生事実

主要株主の異動や主要取引先との取引停止など、当社の事業に大きな影響を与える事実が発生した場合の当該情報　

（３）決算情報　

四半期決算、通期決算等の情報

（４）業績予想、配当予想　

業績予想、業績予想の修正、配当予想、配当予想の修正等

（５）その他の情報　

自然災害、重大なインシデント等による損失など、当社の事業に影響を与える重要事実

適時開示につきましては、上記の内部情報管理事務局が中心となって決定事実、決算情報、その他取締役会又は経営会議において決議された
重要事実を速やかに開示いたします。

また、発生事実につきましては、次のようなフローで開示いたします。

（１）適時開示責任者は、当社において重要な事実が発生した場合は、その関連部署の部門長が事実確認後に適時開示責任者に報告することと
し、これにより発生事実を認識します。

（２）適時開示責任者は、開示の要否の確認を行い、開示する場合は、内部情報管理事務局に開示資料の作成を指示します。なお、自然災害、重
大なインシデント等の発生した場合は、リスク管理委員会を招集して状況の把握と共に事態の重要度を審議し、開示の要否を判断することができ
るものとします。

（３）適時開示責任者は、発生事実の開示に関する検討の経過と結果を代表取締役社長に諮り、承認を受けます。

（４）取締役会又は経営会議において、発生事実の報告及び開示事項並びに開示資料の決議を行い、内部情報管理事務局が開示します。

なお、緊急に開示すべき事実が発生した場合は、適時開示責任者が代表取締役社長の承認を得て、速やかに開示することとし、後日、取締役会
又は経営会議の決議を得ます。

　

インサイダー取引防止につきましては、インサイダー取引防止規程において、内部情報管理事務局が役員及び従業員がその業務を通して取得し
た重要な内部情報を把握・管理することや株式の売買等について遵守すべき事項及び申請・承認の手続きも取り扱うことを定めております。また、
役職員の意識向上・啓発を図るため、定期的にインサイダー取引防止研修を実施し、また随時、インサイダー取引防止に関連するコンプライアン
ス情報の提供を行い、関係法令や社内規定の周知徹底を実施しております。




